
 

 

随意契約理由書 
令和５年２月８日  

担当課名：総務課  

1 随意契約番号 総２０２３－４－１ 

2 契約案件名 電子入札コアシステム（少額利用者向け）利用 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：（一財）日本建設情報総合センター 

所在地：東京都港区赤坂５丁目２番２０号 赤坂パークビル１４Ｆ 

5 設計金額（単位：円） ４７９，１６０円（税込） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、令和５年度開始直後から履行されることが必要なシステムの利用契約であり、令和

５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格

の制限の範囲内の価格を以て令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

 

【案件概要】 

本件は、インターネットを利用して入札手続きを電子的に実施するとともに、発注者（市）

及び入札参加業者等（受注者）が利用者登録や情報閲覧等を行うための電子入札システムの基

本となるパッケージソフトウェアの利用契約である。 

 

 

【本業務に必要とする条件・相手方選定の具体的理由】 

上記業者は本件の対象となるソフトウェア（プログラム）の開発・提供元であり、代替がで

きないので、上記業者と随意契約を締結したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ４７９，１６０円（税込） 



 

 

随意契約理由書 
令和５年２月２８日  

担当課名：総務課  

1 随意契約番号 総２０２３－４－１３ 

2 契約案件名 南アルプス市例規データベースシステム使用契約 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ぎょうせい関東支社 

所在地：東京都江東区新木場１丁目１８－１１ 

5 設計金額（単位：円） １，１８８，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、令和５年４月１日から職員が南アルプス市の例規集を検索、閲覧及び編集するた

め、令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発効時にお

いて効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格

をもって令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本契約は、南アルプス市例規集のデータベースを検索、閲覧及び編集することができる例規

SuperReiki-Baseシステムの使用許諾契約である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 別紙基本仕様書のとおり。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 多様化する法制事務に対応するため、本市では例規の検索、閲覧、一部改正及び新規制定に

係る事務作業を行う上で必要不可欠なツールとして、平成２２年度から例規データベースシス

テム(Super Reiki-Base)を導入している。他の者(システム)と契約した場合、本市例規データ

が蓄積されていないため、業務の目的を達成できないことから、上記システム提供元である(株)

ぎょうせい関東支社と随意契約を締結したい。 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 １１，１８８，０００円（税込み） 



 

 

随意契約理由書 
令和５年２月２８日  

  担当課名：総務課  

1 随意契約番号 総２０２３－４－１４ 

2 契約案件名 行財政情報提供サービス（ｉＪＡＭＰ）利用契約 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 時事通信社 

所在地：東京都中央区銀座５－１５－８ 

5 設計金額（単位：円） ７２６，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、令和５年４月１日から職員が行財政情報提供サービス（iJAMP）を閲覧するため、

令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発効時において

効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本契約は、最新の行財政ニュース、官庁ニュース等を迅速にインターネット経由で閲覧でき

るサービス利用契約である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

最新の行財政ニュース、官庁ニュース等を提供できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 当該情報サイトの構築及び運営には極めて特殊な情報収集能力と速報能力が必要であり、他

のサービスでは代替することができないので株式会社時事通信社と随意契約を締結したい。 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ７２６，０００円（税込み） 



 

随意契約理由書 
令和５年２月２８日  

担当課名：総務課  

1 随意契約番号 総２０２３－４－１５ 

2 契約案件名 第一法規自治体法務サービス利用契約 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：第一法規株式会社 

所在地：東京都港区南青山２丁目１１番１７号 

5 設計金額（単位：円） ４３４，２８０円（税込み） 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 
 

本業務は、令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発

効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 
 

【案件概要】 

コンシェルジュデスク（地方自治法関連解説データベース、行政手続・争訟実務解説データ

ベース、情報公開・個人情報保護解説データベース） 

法情報総合データベース「Ｄ１－Ｌａｗ」、e-Reiki CLUB「自治体法務ＮＡＶＩ」 
 

【本業務に必要とする条件】 

地方自治法、行政手続法、行政不服審査法、情報公開法、個人情報保護法等の条体系に基づ

いた逐条解説・用語解説の閲覧及び法令等の改廃に伴う例規整備情報の提供ができること。 
 

【相手方選定の具体的理由】 

コンシェルジュデスクについては、地方自治法、行政手続法、行政不服審査法及び情報公開・

個人情報保護法等の各法律の逐条解説から立法の趣旨、法改正の経緯、実例・判例など法制執

務全般にわたり幅広い情報を網羅している。同様に法情報総合データベースＤ１－ＬＯＷにつ

いても現行の法令等の新規制定、改廃情報を網羅し、かつ、その履歴検索も容易に行うことが

可能である。また、ｅ－REIKICLUB自治体法務 NAVIは、法令の最新審議動向、法令の制定・改

廃に伴う例規整備のチェックポイント、その解説などについて、Web サイトの即時性や検索の

利便性を活かし、迅速に提供し、例規整備業務の効率化及び正確性の確保等法制執務における

ツールとして必要不可欠なシステムである。第一法規㈱は、これまで本市において長年にわた

り加除式図書の導入実績もあり、これまで同社の培った法制執務に係る信頼性と継続性及びノ

ウハウを鑑み同社と契約を締結したい。 
 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ４３４，２８０円（税込み） 



 

 

随意契約理由書 
令和５年３月２日  

担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-4-7 

2 契約案件名 PCセキュリティソフトウェアライセンス 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ 

所在地：山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号 

5 設計金額（単位：円） １，２４４，８７０円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

PCセキュリティソフトは令和５年度開始の日から使用しなければならず、これが使用できな

くなることは市の業務に著しい支障が出ることから、年度開始からの使用が必要な契約であり、

令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本件は、情報系システムの安全対策におけるセキュリティ対策ソフト「LanScopeCat」のライ

センスである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

「LanScopeCat」の開発元である株式会社エムオーテックスと取引があり、ライセンスを迅速

かつ正確に導入できること。また、ソフトが稼働するネットワーク環境を熟知していること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍは、本ソフトが稼働するネットワークの保守業者である株式会

社エーティーエルシステムズと緊密な連携の下、保守業務に携わっている事業者である。その

ためセキュリティ対策ソフト及びネットワーク環境の双方を熟知しており障害発生時の保守管

理体制が万全である。他の者が保守業務を行った場合、障害発生時における復旧の遅延に加え

責任の範囲が不明確になることが考えられる。よって本件は地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号の規定により上記事業者と随意契約したい。 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 １，２４４，８７０円 



 

随意契約理由書 
令和５年３月１３日  

 担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-4-8 

2 契約案件名 Ｗｅｂサイトフィルタリングソフトウェアライセンス 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社エーティーエルシステムズ 

所在地：山梨県甲府市太田町９番７号 

5 金額（単位：円） ７７０，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

Ｗｅｂサイトフィルタリングソフトウェアは令和５年度開始の日から使用しなければなら

ず、これを停止させることは市の業務に著しい支障が出ることから、年度開始からの使用が必

要な契約であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見

積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格を持って令和５年４月１日付け随意契約を締結し

たい。 

 

【案件概要】 

 本件は、インターネット上の有害サイト等の閲覧を制限するためのフィルタリングソフトウ

ェアのライセンスの使用契約をするものであり、当該製品のライセンス登録、適用、設定等に

係わる一切の作業を含むものとする。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 当該ライセンスを高度なセキュリティを確保した上で確実に納入及び適用できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 当該ライセンスを適用、設定するためには、ＷｅｂサーバのＩＰアドレス、パスワード等の

情報セキュリティ上、極めて重要かつ機密性の高い情報を開示する必要がある。 

よって、本件はネットワークシステム保守管理業務の受託事業者である、株式会社エーティ

ーエルシステムズと契約することが望ましい。 

 また、地方自治法施行令第１６７の２第１項第１号に規定する金額の範囲内であることから

上記事業者と随意契約したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ７７０，０００円 



 

随意契約理由書 
令和５年３月２日  

担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-4-10 

2 契約案件名 行政系ウイルス対策ソフトウェアライセンス 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ 

所在地：山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号 

5 金額（単位：円） ７０６，２００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

行政系ウイルス対策ソフトウェアは令和５年度開始の日から使用しなければならず、これが

使用できなくなることは市の業務に著しい支障が出ることから、年度開始からの使用が必要な

契約であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書

を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 本件は、パソコン上のウイルスを発見、駆除等を行うためのソフトウェアのライセンスを利

用するものであり、当該製品のライセンス登録、適用、設定等に係わる一切の作業を含むもの

とする。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 当該ライセンスを高度なセキュリティを確保した上で確実に納入及び適用できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 当該ライセンスを適用、設定するためには管理サーバ及びパソコンのＩＰアドレス、管理者

ＩＤ、パスワード等の情報セキュリティ上、極めて重要かつ機密性の高い情報を開示する必要

がある。よって、本件は行政系パソコンの保守業務を担う者と契約することが望ましいことか

ら、上記事業者と随意契約したい。 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ７０６，２００円（税込み） 



 

随意契約理由書 
令和５年３月２日  

担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-4-11 

2 契約案件名 行政系ウイルス対策ソフトウェア(サーバ用)ライセンス 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ 

所在地：山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号 

5 金額（単位：円） ９９０，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

行政系ウイルス対策ソフトウェア(サーバ用)は令和５年度開始の日から使用しなければなら

ず、これが使用できなくなることは市の業務に著しい支障が出ることから、年度開始からの使

用が必要な契約であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者

から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を

締結したい。 

 

【案件概要】 

 本件は、インターネット経由で感染するウイルス等への対策手段として導入したトレンドマ

イクロ社のサーバ製品「インタースキャン」の年間ライセンスであり、当該製品のライセンス

登録、適用、設定、取り付けに係わる一切の作業を含むものとする。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 当該ライセンスを高度なセキュリティを確保した上で確実に納入及び適用できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

ウイルス対策ソフトのライセンス更新は、高度な専門知識と技術を有する者であれば実施可

能であるが、本業務においては、セキュリティ対策サーバに直接アクセスし、ライセンス情報

等の重要なセキュリティ情報を設定する必要がある。また、適用にあたっては本市のネットワ

ーク及び機器の構成やサーバ室入室管理、システム管理用のアカウント情報など、機密性の高

い重要情報を作業者に開示する必要がある。このため、高度なセキュリティを確保した上で確

実に適用を行うためには、システム構築業者である株式会社 YSK e-comが納入及び適用作業を

行うことが望ましいことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、

上記事業者と随意契約したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ９９０，０００円 



 

随意契約理由書 
令和５年３月２日  

担当課名：管財課  

1 随意契約番号 総 2023-4-12 

2 契約案件名 教育系ウイルス対策ソフトウェア(サーバ用)ライセンス 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ 

所在地：山梨県甲府市湯田１丁目１３番２号 

5 金額（単位：円） ６１６，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 
 

教育系ウイルス対策ソフトウェア(サーバ用)は令和５年度開始の日から使用しなければなら

ず、これが使用できなくなることは市の業務に著しい支障が出ることから、年度開始からの使

用が必要な契約であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者

から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を

締結したい。 
 

【案件概要】 

 本件は、インターネット経由で感染するウイルス等への対策手段として導入したトレンドマ

イクロ社のサーバ製品「インタースキャン」の年間ライセンスであり、当該製品のライセンス

登録、適用、設定、取り付けに係わる一切の作業を含むものとする。 
 

【本業務に必要とする条件】 

 当該ライセンスを高度なセキュリティを確保した上で確実に納入及び適用できること。 
 

【相手方選定の具体的理由】 

本件はコンピュータウイルス対策を行うソフトウェア製品「InterScan」の年間ライセンスの

購入とサーバへの適用を行うものである。ウイルス対策ソフトのライセンス更新は、高度な専

門知識と技術を有する者であれば実施可能であるが、本業務においては、セキュリティ対策サ

ーバに直接アクセスし、ライセンス情報等の重要なセキュリティ情報を設定する必要がある。

また、適用にあたっては本市のネットワーク及び機器の構成やサーバ室入室管理、システム管

理用のアカウント情報など、機密性の高い重要情報を作業者に開示する必要がある。このため、

高度なセキュリティを確保した上で確実に適用を行うためには、システム構築業者が納入及び

適用作業を行うことが望ましいことから、地方自治法施行令第１６７の２第１項第２号の規定

により、上記事業者と随意契約したい。 
 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ６１６，０００円 



 

随意契約理由書 

令和５年４月５日  

担当課名：戸籍市民課  

1 随意契約番号 市 2023-3-2 

2 契約案件名 統合端末購入 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ 

所在地：山梨県甲府市湯田 1丁目１３番２号 

5 設計金額（単位：円） ９７３，０６０円（税込） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

本物品はマイナンバーカードの所有者の増加や、カード所有者の転入転出手続きのワンストッ

プ化が開始されたことに伴い、住所変更時のカードの継続利用や署名用電子証明書の発行を行

うために必要な統合端末を増設し、処理を迅速に行うための購入である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

マイナンバー関連業務、既存導入機器、および関連ネットワークの内容を熟知していること。

また、障害発生時には曜日・時間を問わず速やかに対応できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍは、障害発生時の対応体制が万全であるとともに最も機器やネッ

トワークを熟知しており、また統合端末と接続する住民基本台帳ネットワークの運用保守業務

を上記事業者に委託しており、他の者と購入契約を締結した場合、障害発生時における復旧の

遅延に加え責任の範囲が不明確になる。よって本購入契約は地方自治法施行令第１６７号の２

第１項第２号の規定により上記事業者と随意契約したい。 

9 契約日 令和 5年 4月 24日 10 契約金額 973,060円（税込） 



 

 

随意契約理由書 
令和５年３月２２日  

担当課名：障がい福祉課  

1 随意契約番号 保 2023-4-8 

2 契約案件名 障害福祉業務総合支援ソフト（オクトパス５）賃貸借 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 ニック 東京支店 

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町 3丁目 7番 4号 

5 設計金額（単位：円） 792,000円 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

  

本業務は、令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発

効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲

内の価格を以て令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 
【案件概要】 

本業務は複雑化する障害福祉サービス（主に請求業務）をサポートするソフトの導入業務で

ある。 

平成 24年度より市内障害福祉サービス提供事業者への指導権限・監査業務が本市に一元化さ

れたことに伴い、事業者からの障害福祉サービス等給付費請求審査の一層の厳格化が求められ

ている。 従来から、山梨県国民健康保険団体連合会を通じて提出された事業者からの請求デー

タを福祉情報システムでチェックしているが、機能が不足している。本件は、現在のシステム

で対応できていない請求データのチェックを行うことができる「オクトパス５」を借り上げる

契約である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 国保連データを使い、請求審査・統計・集計ができるシステムを導入できること。 
 

【相手方選定の具体的理由】 

本ソフトは株式会社ニックが所有するものであり、専門性が高く同者以外には当該ソフト（類

似品を含む）を提供することができない。そのため、その性質及び目的が競争入札に適さない

ことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約としたい。 

 

9 契約日 令和 5年 4月 1日 10 契約金額 792,000円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年３月２２日  

担当課名：子育て支援課  

1 随意契約番号 保２０２３－４－７ 

2 契約案件名 令和５年度放課後児童クラブモバイルＷｉ－Ｆｉ利用申込・支払代行業務 

3 履行場所 南アルプス市内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：(株)エーティーエルシステムズ 

所在地：甲府市太田町９番７号 

5 設計金額（単位：円） ３７，２００円（税抜）（月額） 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は放課後児童クラブＷｉ－Ｆｉ回線利用を年間通して行うため、令和５年度開始の日

から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付

により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格を以て令和５年４月１日

付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本業務は、南アルプス市内の放課後児童クラブにおけるモバイルＷｉ－Ｆｉ利用申込・支払代

行業務である。 

 

 

【本業務に必要とする条件】 

Ｗｉ－Ｆｉ利用申込・支払代行を取り扱う業者 

 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本業務は、令和４年４月１日より上記業者が当業務を請け負っており、引き続き、Ｗｉ－Ｆ

ｉ回線を利用する必要があることから、(株)エーティーエルシステムと随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ４９１，０４０円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年４月７日  

担当課名：観光推進課  

1 随意契約番号 産 2023-3-2 

2 契約案件名 南アルプス市エコパーク周辺ガイドブック購入 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 山梨新報社 

所在地：甲府市湯田二丁目 9-8 UTY館内 

5 設計金額（単位：円） ６，６００，０００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

本件は市外での観光 PRでの配布や、市内の施設を訪れる観光客を対象として、南アルプス市

周辺の魅力ある個所を紹介し、南アルプス市内の多くの観光地の存在を知ってもらうことを目

的とするパンフレットを購入するものである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・南アルプス周辺の観光情報について詳しく取材してあること。 

・観光 PR等で配布できるように、写真や場所などの詳細がまとめられていること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本物品は当市の魅力を分かりやすく掲載しており、他の物品では代替できない。また、この 

物品を出版しているのは（株）山梨新報社のみであり、他の業者から購入することができない

ため、この業者と特命１者による随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月２４日 10 契約金額 ６，６００，０００円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年５月１７日  

担当課名：観光推進課  

1 随意契約番号 産 2023-3-3 

2 契約案件名 南アルプスへの道印刷 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 ケイ・トゥー・ワン 

所在地：甲府市国玉町 115 

5 設計金額（単位：円） 907,500円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

市外での観光 PRでの配布や、市内の施設を訪れる観光客を対象として、魅力ある南アルプス

の山岳観光地を発信するとともに、南アルプスを訪れた人への山岳観光情報に関する案内を目

的とする。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・南アルプス周辺の山岳観光情報について詳しく取材してあること。 

・写真や地図などが詳細にまとめられていること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

南アルプスの山岳観光地の魅力をわかりやすく掲載しており、他社にない正確な地図データ

を記載しているので他の製品では代替できない。また、このようなデータを所有しているのは、

株式会社ケイ・トゥー・ワンのみであり、他の業者では印刷することができないため、この業

者と特命１者による随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年５月２６日 10 契約金額  ９０７，５００円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年５月１７日  

担当課名：観光推進課  

1 随意契約番号 産 2023-3-4 

2 契約案件名 南アルプスへの道（外国語版）印刷 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 ケイ・トゥー・ワン 

所在地：甲府市国玉町 115 

5 設計金額（単位：円） 953,700円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

市外での観光 PRでの配布や、市内の施設を訪れる外国人観光客を対象として、魅力ある南ア

ルプスの山岳観光地を発信するとともに、南アルプスを訪れた人への山岳観光情報に関する案

内を目的とする。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・南アルプス周辺の山岳観光情報について詳しく取材してあること。 

・写真や地図などが詳細にまとめられていること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

南アルプスの山岳観光地の魅力をわかりやすく掲載しており、他社にない正確な地図データを

記載しているので他の製品では代替できない。また、このようなデータを所有しているのは、

株式会社ケイ・トゥー・ワンのみであり、他の業者では印刷することができないため、この業

者と特命１者による随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年５月２６日 10 契約金額 ９５３，７００円 



 

随意契約理由書 
令和５年１月２７日  

担当課名：議会事務局  

1 随意契約番号 議 2023-3-1 

2 契約案件名 南アルプス市議会だより印刷業務 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 業者選定 次の選定業者による。 

5 設計金額（単位：円） 3,520,000円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、定例会の翌月の末日に発行を予定しているため、令和５年度開始の日から履行さ

れることが必要な業務であるが、年度開始早々、競争入札に付すことができないため、令和５

年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、同種又は類似の印刷業務に履行実績を有

する複数の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を以て見積書を提出し

た者と令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本業務は、定例会および臨時会の審議内容を紹介するため年４回議会だよりを発行する業務

である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 別紙「仕様書」に記載した印刷が可能な業者 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本業務及び類似の印刷業務に実績のある市内業者（８社） 

 

【選定業者名】 

 有限会社 クリップ      有限会社 白根総合印刷    野中印刷所 

 有限会社 新星堂印刷     アート工房ＪＰＳ       株式会社 山扇印刷 

 ヒューマン ユニバース     ジット 株式会社 

 

9 契約日 令和 5年 4月 1日 10 契約金額 

20P  704,000円 

2P増  81,400円 

4P増 123,200円 

11契約相手方 
名 称：アート工房ＪＰＳ 

所在地：山梨県南アルプス市榎原 691-1 



 

随意契約理由書 

令和５年２月２７日  

                              担当課名：議会事務局  

1 随意契約番号 議２０２３－４－１ 

2 契約案件名 ペーパーレス会議システム（moreNOTE） 

3 履行場所 南アルプス市小笠原地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：富士フィルム ビジネスイノベーションジャパン（株） 

所在地：山梨県甲府市国母１－３－７ 

5 設計金額（単位：円） ５６２，３２０円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

各種会議等において紙媒体に係る経費（印刷コスト、配達コスト、資料訂正による差替えコ

スト、今後に想定される資料の保存及び処分コスト）を削減し事務改善を行うこと等を目

的に、ペーパーレス会議システムを使用する。。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 南アルプス市議会では議会改革検討委員会を令和３年６月に立ち上げ、タブレット班を編

成し、２社のペーパーレス会議システムを選定しデモンストレーションを行い検討した結果、

以下の理由でペーパーレス会議システムに「moreNOTE」を採用することとした。令和４年度か

らこのシステムを使用している。 

① セキュリティー面においては、自社のデータセンターが国内にあり、２４時間３６５日安

全に管理されている。 

② サポート面についてはシステムの利用者であれば専用フリーダイヤルやメールで誰から

の問い合わせにも対応しているなど体制が充実している。 

③ システム面については他社にはない OFFICE 編集機能があるため簡易なものは記入し提出

することが可能となる。 

④ データをクラウドサーバーに登録するとメールに通知が届く機能などもある。 

⑤ コスト面では保存容量で考えると１GB 単位で増設が可能なため無駄が少ないと考える。 

 

このペーパレス会議システム（moreNOTE）の取扱業者は県内では富士フィルムビジネスイノベ

ーションジャパン株式会社のみとなる為、この会社と随意契約を締結したい。 
 

9 契約日 令和 5 年 4 月 1 日 10 契約金額 477,576 円 



 

 

随意契約理由書 
令和５年３月２７日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－３－３ から 教２０２３－３－１１（全９件） 

2 契約案件名 甲西支所ほか８施設への電力供給 

3 履行場所 甲西支所ほか８施設 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：東京電力パワーグリッド株式会社 

所在地：東京都江東区東陽 6-3-2 イースト２１タワー６Ｆ 

5 設計金額（単位：円） 別紙のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、各施設の電力需給のため令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務で

るが、感染症の流行や緊迫した国際情勢等の影響により電源調達コストが増大し、小売電気事

業者の撤退が相次ぎ、価格競争によって小売電気事業者と新たな契約を締結することが困難な

状況が続いていることから、電気事業法の規定に基づく一般送配電事業者と最終保障契約を引

続き締結したい。 

 

【案件概要】 

本案件は、甲西支所ほか８施設に電力（高圧）を供給する業務である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条の許可を受けた一般配送電事業者で 

あること。 

・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 電気事業法の規定により、どの小売電気事業者とも電力の小売り契約が成立しない需要者に

対しては、一般送配電事業者に供給義務（最終保障供給義務）が課されている。本件の対象施

設を供給地域に含む一般送配電事業者は東京電力パワーグリッド株式会社であり、他の事業者

からは電力の供給を受けることができないため引き続き随意契約を締結したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 別紙のとおり 



ＮＯ 施設名称 年間合計金額（税抜き金額） 年間合計金額（税込み金額）

1 甲西支所 4,329,021 4,761,923

2 南アルプス市立美術館 3,626,020 3,988,622

3 南アルプス市南部学校給食センター 25,137,220 27,650,942

4 南アルプス市北部学校給食センター 13,791,600 15,170,760

5 櫛形生涯学習センター 12,375,734 13,613,307

6 ふるさと文化伝承館 2,716,400 2,988,040

7 甲西農村環境改善センター 2,065,005 2,271,505

8 八田高度農業情報センター 13,364,094 14,700,503

9 若草生涯学習センター 6,574,702 7,232,172

83,979,796年　間　総　合　計

積　　算　　書



 

 

意 契 約 理 由 書 
令和５年４月４日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 ２０２３－３－３－１～１１－１ 

2 契約案件名 甲西支所ほか８施設への電力供給 

3 履行場所 別紙のとおり 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：(株)関電エネルギーソリューション 

所在地：東京都中央区京橋１丁目１１番１号 

5 設計金額（単位：円） 別紙のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

本件は、電気事業法の規定に基づき一般送配電事業者と最終保障供給契約を締結している教

育委員会所管施設（９箇所）への電力供給について、登録小売電気事業者との契約に切り替え

るものである。 

 

 

【本業務に必要とする条件】 

 ・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の３の許可を受けた小売電気事業者であ

ること。 

 ・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 

 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 電気事業法の規定による小売電気事業者のうち、固定単価でありかつ安定した電力供給が可

能な新規に供給契約を締結できる事業者は上記の者のみのため、同者と随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年５月１日 10 契約金額 別紙のとおり 



ＮＯ 施設名称 合計金額（税抜き金額） 合計金額（税込み金額）

1 甲西支所 3,438,530 3,782,383

2 南アルプス市立美術館 2,865,225 3,151,747

3 南アルプス市南部学校給食センター 20,260,062 22,286,068

4 南アルプス市北部学校給食センター 11,110,203 12,221,223

5 櫛形生涯学習センター 9,820,802 10,802,882

6 ふるさと文化伝承館 2,161,363 2,377,499

7 甲西農村環境改善センター 1,645,266 1,809,792

8 八田高度農業情報センター 5,247,332 5,772,065

9 若草生涯学習センター 5,248,486 5,773,334

61,797,269　総　合　計

　　　　　　　　　　　　　　積　　算　　書　（令和５年５月～令和６年３月の１１ヵ月分）



 

随意契約理由書 
令和５年２月１５日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－３－１２ 

2 契約案件名 南アルプス市八田小学校ほか２０施設への電力供給 

3 履行場所 南アルプス市内（八田小学校ほか２０施設） 

4 業者選定 次の選定業者による 

5 設計金額（単位：円） 別紙のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 
 

本業務は、各施設の電力需給のため令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務で

あるが、年度開始早々、競争入札に付すことができないため、令和５年度予算発効時において

効力を生ずる条件付により、同種又は類似の電力供給業務に履行実績を有する複数の者から見

積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を以て見積書を提出した者と令和５年４月

１日付け随意契約を締結したい。 
 
【案件概要】 

 本案件は、八田小学校ほか２０施設に電力（高圧）を供給する業務である。 
 
【本業務に必要とする条件】 

・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条の許可を受けた一般配送電事業者である

こと。 

・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 
 
【相手方選定の具体的理由】 

 安定的な電力供給を得るため、現電力供給者及び同種の業務に電力供給実績を有する複数の

者から見積もりを徴したい。 
 
【選定業者名】 

・(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 

・エフビットコミュニケーションズ 

・鈴与商事(株) 

・ミツウロコグリーンエネルギー(株) 

・リエスパワーネクスト(株) 
 

9 契約日 令和５年５月１日 10 契約金額 別紙のとおり 

11契約相手方 
名 称：鈴与商事株式会社 電力企画販売部 

所在地：静岡県静岡市葵区栄町１－３ 鈴与静岡ビル 



ＮＯ 施設名称 年間合計金額　（税抜き金額）

1 南アルプス市立八田小学校 4,242,314

2 南アルプス市立白根源小学校 3,263,671

3 南アルプス市立白根飯野小学校 5,028,712

4 南アルプス市立白根東小学校 4,389,414

5 南アルプス市立白根百田小学校 4,907,300

6 南アルプス市立芦安小学校 2,164,200

7 南アルプス市立若草小学校 5,090,169

8 南アルプス市立若草南小学校 5,604,330

9 南アルプス市立小笠原小学校 5,949,875

10 南アルプス市立櫛形北小学校 4,004,475

11 南アルプス市立櫛形西小学校 3,213,509

12 南アルプス市立豊小学校 3,625,282

13 南アルプス市立落合小学校 2,668,787

14 南アルプス市立大明小学校 4,870,722

15 南アルプス市立南湖小学校 3,404,472

16 南アルプス市立八田中学校 2,524,847

17 南アルプス市立白根巨摩中学校 5,662,437

18 南アルプス市立白根御勅使中学校 4,130,943

19 南アルプス市立若草中学校 4,487,550

20 南アルプス市立櫛形中学校 8,613,152

21 南アルプス市立甲西中学校 5,901,776

93,747,937

103,122,730

積　　算　　書

①　年　間　総　合　計（税抜き）

②（＝①×1.1）　年間総合計（税込み）



 

 

随意契約理由書 
令和５年３月２３日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－３－１３ 

2 契約案件名 南アルプス市立八田小学校ほか２０施設への電力供給 

3 履行場所 南アルプス市立八田小学校ほか２０施設 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：東京電力パワーグリッド株式会社 

所在地：東京都江東区東陽６－３－２ イースト２１タワー６Ｆ 

5 設計金額（単位：円） 別紙のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、各施設電力需給のため令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務で 

あり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴

し、予定価格の制限の範囲内の価格を以て令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

本件は、感染症の流行や緊迫した国際情勢等の影響により電源調達コストが増大し、小売電

気事業者の撤退が続いていることから、現契約満了後に価格競争によって小売電気事業者と新

たな契約を締結することが困難なため、電気事業法の規定に基づき一般送配電事業者と最終保

障供給契約を締結し、教育委員会所管の施設において電力の供給を受けるものである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 ・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条の許可を受けた一般送配電事業者である

こと。 

・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 電気事業法の規定により、どの小売電気事業者とも電力の小売契約が成立しない需要家に対

しては、一般送配電事業者に供給義務（最終保障供給義務）が課されている。本件の対象施設

を供給地域に含む一般送配電事業者は東京電力パワーグリッド株式会社であり、他の者からは

令和５年４月１日からの電力の供給を受けることができないため随意契約を締結したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 別紙のとおり 



ＮＯ 施設名称 Ｒ5年4月予定金額　（税込み金額）

1 南アルプス市立八田小学校 330,990

2 南アルプス市立白根源小学校 265,321

3 南アルプス市立白根飯野小学校 427,386

4 南アルプス市立白根東小学校 369,944

5 南アルプス市立白根百田小学校 423,348

6 南アルプス市立芦安小学校 173,194

7 南アルプス市立若草小学校 390,464

8 南アルプス市立若草南小学校 473,432

9 南アルプス市立小笠原小学校 491,253

10 南アルプス市立櫛形北小学校 346,904

11 南アルプス市立櫛形西小学校 256,091

12 南アルプス市立豊小学校 293,065

13 南アルプス市立落合小学校 210,196

14 南アルプス市立大明小学校 385,166

15 南アルプス市立南湖小学校 290,314

16 南アルプス市立八田中学校 220,119

17 南アルプス市立白根巨摩中学校 441,294

18 南アルプス市立白根御勅使中学校 321,041

19 南アルプス市立若草中学校 357,501

20 南アルプス市立櫛形中学校 717,799

21 南アルプス市立甲西中学校 452,451

7,637,273

6,942,976

積　　算　　書

①　総　合　計（税込み）

②（＝①×100/110）　総合計（税抜き）



 

 

随意契約理由書 
令和５年２月６日  

担当課名：教育総務課  

1 随意契約番号 教２０２３－４－８ 

2 契約案件名 若草中学校プレハブ教室リース 

3 履行場所 南アルプス市加賀美地内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 内藤ハウス 

所在地：山梨県韮崎市円野町上円井 3139 

5 設計金額（単位：円） ７６５，６００円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、プレハブ教室を継続して使用するため、令和５年度開始の日から履行されることが

必要な業務であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から

見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって令和５年４月１日付け随意契約を締結

したい。 

 

【案件概要】 

本件は、若草中学校の生徒数・学級編成により既存建物では普通教室が不足するため、プレ

ハブ教室をリースするものである。（平成 25年 12月 16日付け第 4253000069号にて締結した賃

貸借契約の期間の更新 7回目） 

 

 

【本業務に必要とする条件】 

【相手方選定の具体的理由】 

本リース物品は、内藤ハウスの持ち物であるため、物品の設置者である株式会社内藤ハウス

と特命一者で契約を締結したい。 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ７６５，６００円 



 

随意契約理由書 
令和５年２月８日  

担当課名：学校教育課  

1 随意契約番号 教２０２３－４－９ 

2 契約案件名 ＴＯＯＬｉ－Ｓ使用（小中学校２２校） 

3 履行場所 南アルプス市内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 図書館流通センター 

所在地：東京都文京区大塚三丁目１番１号 

5 設計金額（単位：円） 814,000円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、常時オンラインの図書流通サービスを利用するため、令和５年度開始の日から履

行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、

上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格を以て、令和５年４月１日付け随

意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

当該物件は、学校図書館の運営支援のためのオンラインサービスであり、専用ポータルサイ

トからの図書検索のほか、図書の発注や購入図書データの取得等といった図書流通サービスを

利用するものである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

本市立小中学校で導入されている学校図書館管理システム「探調ＴＯＯＬ」に対応する、購

入図書の書誌データベースを取得できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

本市立小・中学校では、全２２校で書誌情報として、当該業者が作成・保有する図書・雑誌

等の書誌データベース(ＴＲＣ ＭＡＲＣ)を採用し、それを扱う学校図書館管理システム「探

調ＴＯＯＬ」を構築している。「探調ＴＯＯＬ」はＴＲＣ ＭＡＲＣの使用が推奨されているほ

か、情報量の多さや充実度、新刊図書への迅速な対応等から他の書誌データでは代替すること

ができない。 

小中学校向けインターネットサービスとしては、ＴＲＣ ＭＡＲＣを取得できるのは本物品

だけであり、当該業者以外に本物品を調達できる者がおらず、競争入札に適さないものである

ため、随意契約を締結したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ８１４，０００円 



 

随意契約理由書 
令和５年２月８日  

担当課名：学校教育課  

1 随意契約番号 教２０２３－４－１０ 

2 契約案件名 横断検索システム使用（小中学校２２校） 

3 履行場所 南アルプス市内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 

所在地：甲府市湯田１丁目１３番２号 

5 設計金額（単位：円） 484,000円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、学校図書館管理システムのシステム間の横断検索を利用するため、令和５年度  

開始の日から履行されることが必要な業務であり、令和５年度予算発効時において効力を生ず

る条件付により、上記の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内の価格を以て令和５年

４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

当該物件は、本市立小中学校で導入している 学校図書館管理システム「探調ＴＯＯＬ Ｄ

Ｘ２」のオプションプログラム「横断検索システム」であり、システム利用によって、公共図

書館に導入されているシステムと管理システムが連携する。各学校から市内２２校と公共図書

館の蔵書検索ができ、相互貸借等資源の共有化推進に資するものである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

学校図書館管理システム「探調ＴＯＯＬ ＤＸ２」及びオプションプログラム「横断検索シ

ステム」の内容に精通し、不具合対応や修正プログラムの適用について、学習活動に支障を来

さないよう速やかに対応できること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

本市立小中学校２２校に導入されている 学校図書館管理システム「探調ＴＯＯＬ ＤＸ２」

は、株式会社岡山情報処理センターが開発し、県内取扱業者である 株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏ

ｍが本市の状況に応じて仕様を変更、導入されたものである。 

当該業者以外に本物品を調達できる者がおらず、競争入札に適さないものであるため、随意

契約を締結したい。 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ４８４，０００円 



 

随意契約理由書 
令和５年４月４日  

担当課名：文化財課  

1 随意契約番号 教 2023-4-23 

2 契約案件名 市内遺跡発掘調査等における重機等賃貸借 

3 履行場所 南アルプス市内（八田、白根、芦安地区） 

4 業者選定 次の選定業者による。 

5 設計金額（単位：円） 別紙設計図書のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、開発行為等に伴う発掘調査において必要な重機等の賃貸借である。同種又は類似の

賃貸借に履行実績を有する複数の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

を以て見積書を提出した者と随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 本件は開発行為等に伴う発掘調査において必要な重機等の賃貸借である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・賃貸できる重機等を履行場所近辺に有すること。 

・埋蔵文化財調査、または類似事業の履行実績を有すること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 賃借内容にはオペレーターや運転手も含まれるが、掘削方法については数センチごとの表土

剥ぎ取り能力など、通常の土木工事とは異なる埋蔵文化財調査ならではの技術や経験が必要で

ある。さらに発注があった際には即時、機動的に対応する必要があるため市内に所在（調査場

所に近在）し、同種又は類似発掘調査に実績を有する業者とした。 

 

【選定業者名】 

・湯澤工業株式会社（南アルプス市六科１１８６）（実績：前御勅使川堤防址群等調査） 

・有限会社手塚建材興業（南アルプス市徳永２０２５）（実績：桝形堤防等調査） 

 

9 契約日 令和５年４月 17日 10 契約金額 1517000円（税込） 

11契約相手方 
名 称：有限会社手塚建材興業 

所在地：南アルプス市徳永 2025 



 

随意契約理由書 
令和５年４月４日  

担当課名：文化財課  

1 随意契約番号 教 2023-4-24 

2 契約案件名 市内遺跡発掘調査等における重機等賃貸借 

3 履行場所 南アルプス市内（若草、櫛形、甲西地区） 

4 業者選定 次の選定業者による。 

5 設計金額（単位：円） 別紙設計図書のとおり 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、開発行為等に伴う発掘調査において必要な重機等の賃貸借である。同種又は類似の

賃貸借に履行実績を有する複数の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

を以て見積書を提出した者と随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 本件は開発行為等に伴う発掘調査において必要な重機等の賃貸借である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

・賃貸できる重機等を履行場所近辺に有すること。 

・埋蔵文化財調査、または類似事業の履行実績を有すること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 賃借内容にはオペレーターや運転手も含まれるが、掘削方法については数センチごとの表土

剥ぎ取り能力など、通常の土木工事とは異なる埋蔵文化財調査ならではの技術や経験が必要で

ある。さらに発注があった際には即時、機動的に対応する必要があるため市内に所在（調査場

所に近在）し、同種又は類似発掘調査に実績を有する業者とした。 

 

【選定業者名】 

・有限会社新津工業（南アルプス市小笠原８７４－1）   （実績：寺部村附遺跡等調査） 

・株式会社川崎建設（南アルプス市小笠原５１０－１１） （実績：鋳物師屋遺跡等調査） 

 

9 契約日 令和５年４月 17日 10 契約金額 1517000円（税込） 

11契約相手方 
名 称：有限会社新津工業 

所在地：南アルプス市小笠原 874－1 



 

 

随意契約理由書 
令和 ５年 ２月 １日  

担当課名：市立図書館  

1 随意契約番号 教２０２３-４-１号  

2 契約案件名 ＴＯＯＬi連携版の使用 

3 履行場所 南アルプス市内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：株式会社 図書館流通センター 

所在地：東京都文京区大塚３丁目１番１号 

5 設計金額（単位：円） ７０４，０００円（税込） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第２号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、図書館を運営していくため令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務

であり、令和５年度予算発効時において効力を生ずる条件付により、上記の者から見積書を徴

し、予定価格の制限の範囲内の価格を以て令和５年４月１日付け随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 本業務は、図書館資料を一元管理し図書館サービスを広げるため、図書館流通センターが提

供するオンラインサービスＴＯＯＬi（パッケージ連携版）を使用する業務である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

【相手方選定の具体的理由】 

市立図書館では、上記業者が作成している書誌データ（ＴＲＣマーク）を採用し、図書館シ

ステムを構築している。ＴＯＯＬiは、出版されている資料（図書及び視聴覚資料）の状況が

わかるデータであり、寄贈資料の登録時にデータのダウンロードが出来る。また、資料の注

文の際にデータを送る機能として必要である。ＴＯＯＬi 連携版はＭＡＲＣと同じ業者のみ

のため株式会社図書館流通センターと随意契約を締結したい。 

 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ７０４，０００円（円（税込） 



 

 

随意契約理由書 
令和５年６月１９日  

担当課名：上下水道局 総務課  

1 随意契約番号 上 2023-3-3 

2 契約案件名 「使用水量等のお知らせ」印刷購入 

3 履行場所 南アルプス市飯野内 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：旭陽電気㈱ 

所在地：山梨県韮崎市神山町鍋山 300 

5 設計金額（単位：円） 993,300円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

  本物品は、毎月行う水道メーター検針において使用する「使用水量等のお知らせ票」の 

印刷購入である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

  検針用ハンディースマホからの「使用水量等のお知らせ票」の印刷が正常に動作すること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

  本物品は、現在使用している上下水道料金システムから出力する帳票である。このシステ

ムからの「使用水量等のお知らせ」の出力には、特殊な条件が必要となることから、同シス

テム導入及び保守業者である旭陽電気株式会社と随意契約を締結したい。 

 

 

9 契約日 令和５年６月２８日 10 契約金額 ９９１，７６０円 



 

 

随意契約理由書 
令和 5年 3月 6日  

担当課名：上下水道局 総務課  

1 随意契約番号 上 2023-4-3 

2 契約案件名 水道料金調定システム一式（ハード・ソフト）賃貸借（再リース） 

3 履行場所 南アルプス市飯野地内（上下水道局庁舎内） 

4 契約の相手方・所在地 
名 称：三菱 HCキャピタル㈱ 

所在地：東京都港区西新橋 1-3-1 

5 設計金額（単位：円） 435,600円（税込み） 

6 総価・単価の別 総価 

7 随意契約の法令根拠 地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本業務は、賃貸借のため、令和５年度開始の日から履行されることが必要な業務であり、令

和５年度において、予算発効時効力を生ずる条件付きにより、上記の者から見積書を徴し、予

定価格の制限の範囲内の価格を以て令和５年４月１日付けで随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 現在使用している水道料金調定システム及び新ハードウェア一式の再リースである。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 現在使用している水道料金調定システム及び新ハードウェア一式が再リースで使用できるこ

と。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本業務は、水道料金調定システム及び新ハードウェア一式の再リースである。まだ問題なく

使えて、再リースは、安価でリースできるため、リース契約をしている三菱 HCキャピタル株式

会社と再リース契約をしたい。 

 

 

 

 

9 契約日 令和５年４月１日 10 契約金額 ４３５，６００円 



 

 

 

随意契約理由書 
令和 5年 3月 1日  

    担当課名：浄水管理課  

1 随意契約番号 上 2023-3-1 

2 物品（物件）名 薬品及び現地補充費 

3 納 入 場 所 南アルプス市内 

4 選 定 業 者 次の選定業者による。 

5 設計金額（単位：円） 別紙（単価契約） 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

【案件概要】 

 本業務は、浄水場等で水処理に使用する薬品の補充業務である。 

 

【本業務に必要とする条件】 

仕様書で定める水道施設の技術的基準の省令及び日本水道協会規格に定める品質に適合して 

いること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

 本業務は、令和 5年度開始日から履行されることが必要な業務であるが、年度開始早々、競 

争入札に付することができないため、令和 5 年度予算発行時において効力を生ずる条件付によ

り、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課の品質ガイドラインに適合した水道用薬品を確実かつ

安定的に供給することが可能な特殊業務で同種又は類似の薬品業務に履行、納入実績を有する

複数の者から見積書を徴し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した

者と令和 5年 4月 1日付けで随意契約を締結したい。 

 

【選定業者名】 

 ・㈱アセラ ・アズサイエンス㈱ ・甲信商事㈱ 甲府支店 

 

 

9 契約日 令和 5年 4月 1日 10 契約金額 単価契約（別紙 1） 

11契約相手方 
名 称：(別紙 2) 

所在地：(別紙 2) 



(別紙 1) 

契約業者 

設計金額(単価) 契約金額(単価) 

税込み 税込み 

次亜塩素酸ナトリウム 12％（ローリー 1,000kg～2,000kgまで）駒場浄水場 1kgあたり 

㈱アセラ 72 円 68 円 

次亜塩素酸ナトリウム 12％（ローリー 2,001kg～3,000kgまで）駒場浄水場 1kgあたり 

㈱アセラ 70 円 66 円 

次亜塩素酸ナトリウム 12％（ローリー 3,001kg～）駒場浄水場 1kgあたり 

㈱アセラ 64 円 63 円 

ポリ塩化アルミニウム （ローリー 3,000kg～4,000kgまで）駒場浄水場 1kgあたり 

アズサイエンス㈱ 66 円 66 円 

ポリ塩化アルミニウム （ローリー 4,001kg～5,000kgまで）駒場浄水場 1kgあたり 

アズサイエンス㈱ 57 円 57 円 

ポリ塩化アルミニウム （ローリー 5,001kg～6,000kgまで）駒場浄水場 1kgあたり 

アズサイエンス㈱ 55 円 55 円 

次亜塩素酸ナトリウム 6％ 場外施設 1箱（20kg） 

甲信商事㈱ 甲府支店 3,630 円 3,000 円 

次亜塩素酸ナトリウム 12％ 場外施設 1箱（20kg） 

甲信商事㈱ 甲府支店 3,850 円 3,520 円 

ポリ塩化アルミニウム 場外施設 1箱（20kg） 

甲信商事㈱ 甲府支店 3,850 円 3,630 円 

チオ硫酸ナトリウム 場外施設 1箱（20kg） 

甲信商事㈱ 甲府支店 5,830 円 5,720 円 

 

 

 



(別紙 2) 

名 称：㈱アセラ 

所在地：山梨県甲府市西高橋町 156 

名 称：アズサイエンス㈱ 

所在地：山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 600 

名 称：甲信商事㈱ 甲府支店 

所在地：山梨県中央市山之神流通団地 3-4-1 

 



 

随意契約理由書 
令和 5年 3月 8日  

担当課名：管理課  

1 随意契約番号 消 2023-3-1 

2 契約案件名 消防本部庁舎の電気調達 

3 履行場所 南アルプス市十五所地内 

4 業者選定 次の選定業者による。 

5 設計金額（単位：円） 9,753,205円（税込み） 

6 総価・単価の別 単価 

7 随意契約の法令根拠 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号該当 

8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由 

 

本件は、電力供給の切り替え手続きのため令和 5年度当初から履行が必要な契約であるが、

競争入札に付すことができないため、令和 5 年度予算発効時において効力を生ずる条件付によ

り、公共施設において同種物品の受注実績を有する複数の者から見積書を徴し、予定価格の制

限の範囲内で最低の価格を以て見積書を提出した者と随意契約を締結したい。 

 

【案件概要】 

 本件は、南アルプス市消防本部庁舎、地域防災交流センターへ高圧電力を供給するものであ

る。 

 

【本業務に必要とする条件】 

 ・経済産業省登録の小売電気事業者であること。 

・継続した高圧業務用電力の供給ができること。 

 

【相手方選定の具体的理由】 

電気の小売りは経済産業大臣の登録を受けた電気事業者が可能であり、本市を供給地域とし、

公共施設への供給実績がある登録事業者を選定した。 

 

【選定業者名】 

 ・東京電力エナジーパートナー（株）  

 ・丸紅新電力（株）          

 ・（株）関電エネルギーソリューション 

 

9 契約日 令和 5年 4月 10日 10 契約金額 8,067,269円（税込） 

11契約相手方 
名 称：（株）関電エネルギーソリューション 

所在地：東京都中央区京橋 1丁目 11番 1号 


